
無料相談会開催予定 

滋賀県 
6 月 5 日（土）近江八幡市いきいきふれあいセンター（近江八幡市鷹飼町南 4 丁目）

7 月 3 日（土）滋賀県消費生活センター（彦根市元町４－１） 

8 月 7 日（土）滋賀弁護士会館（大津市梅林 1 丁目） 

9 月 4 日（土）滋賀県消費生活センター（彦根市元町４－１） 

各日とも午前 10 時～午後 1 時 
定員 1 開催日につき 6 名 
主催 
滋賀弁護士会・滋賀県司法書士会 
滋賀県 
完全予約制  
予約受付 滋賀県庁県民生活課 
      077-528-3412 

お問い合わせ先 
 担当部署：滋賀県庁県民生活課 
 担当者 ：消費生活担当 
 電話番号：077-528-3412 
 メールアドレス： 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
滋賀県消費生活センター 
多重債務１１０番 
 
平日：８時３０分～１７時１５分

 
 
土日：９時１５分～１６時 

 
滋賀県消費生活センター  ※ 電話相談、来所相談ともに可 
 
相談受付窓口において、消費生活相談員または行政職員が随時相談を受け付けておりま

す。 電話番号： ０７４９－２３－１１８１（平日：８時３０分～１７時１５分） 
 
通常の相談受付窓口において消費生活相談員相談が、随時相談を受け付けております。 

電話番号： ０７４９－２３－０９９９（平日・土日：９時１５分～１６時） 
 
   住所：滋賀県彦根市元町４－１ 

お問い合わせ先 
 担当部署：滋賀県庁県民生活課 
 担当者 ：消費生活担当 
 電話番号：077-528-3412 
 メールアドレス： 
 
  
 


